
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 自転車の交通違反
い は ん

に、新しく 

「青切符
あ お き っ ぷ

（反則金制度
は ん そ く き ん せ い ど

）」が導入
どうにゅう

されます！ 

道路
どうろ

交通法
こうつうほう

の一部が改正され、自転車の交通違反に対して新しく「青切符（交通反則通

告制度）」が導入されます。 

「青切符」は、16歳以上の人が決められた交通ルールを守らなかった場合に、警察官

から渡されるものです。渡された人は、決められた期間内に「反則金（お金）」を払わ

なければなりません。交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。また、

自転車に乗るときには、自分の身を守るためにヘルメットを着用しましょう。 

「青切符」についてのＱ＆Ａ 

Ｑ１： いつから始まるの？ 

Ａ１： 令和８年（２０２６年）４月１日からです。 

１ 

Ｑ２： 何歳から「青切符」の対象になるの？ 

Ａ２： １６歳以上です。 

Ｑ３： どうして「青切符」がはじまるの？ 

Ａ３： これまでは自転車のルール違反を厳
き び

しく罰
ば っ

しようとすると、裁判所

に行くような重い手続きしかありませんでした。そのため、実際には注

意で終わってしまうことが多く、ルールを守らない人が増えました。 

      しかし、最近自転車の事故が増えており、その多くが交通ルール

を守っていないことが理由のため、みんなが安心して暮らせるように

するために、「青切符」を導入することにしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

さらに詳しい内容を知りたい方は、右記QRコードからご覧ください。 

 

Ａ５： 違反種類は【１１３種類】あります。 

     その中でも主な違反行為と、反則金額は以下の通りです。 

 

主な違反行為 反則金 

運転中のスマホ使用（ながらスマホ） １２，０００円 

信号無視 ６，０００円 

右側逆走 ６，０００円 

一時不停止 ５，０００円 

傘差し運転 ５，０００円 

無灯火（ライトをつけないこと） ５，０００円 

並進（並んで走ること） ３，０００円 

 

２ 

Ｑ５： どのようなことをしたら違反になるの？ 反則金はいくら？ 

Ａ４： 自転車の基本的な交通ルール（安全利用五則） 

１． 原則的には車道
し ゃ ど う

を走る。左側を通行すること。 

２． 歩道は例外。「自転車通行可」標識があれば歩道OKだ

が、歩行者優先。 

３． 交差点では信号を守り、一時停止すること。 

４． 夜間はライトをつけること。 

５． 飲酒運転は禁止。 

 

Ｑ４： 基本的な交通ルールを教えてください 

Ｑ6： もし違反をしてしまったら どうしたらいいの？ 

Ａ6： 違反をしたと認める場合は、取締りを受けた翌日から、原則７日以内

に、銀行や郵便局の窓口に「納付書
の う ふ し ょ

」を持参して、反則金を納付して

ください。 

 

愛知県公式ホームページ 

「自転車への交通反則通告制度（青切符）について」 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度社会講座のご報告 

■2025年8月28日(木) 消費生活講座「悪質商法の被害にあわないために」 

■2025年9月11日(木) 「はじめてのこぎん刺し」 

■2025年10月30日(木) 「バランスボール教室」 

■2025年11月10日(月) バスツアー：岐阜公園・岐阜城楽市バスツアー 

■2025年12月2日(火) 「スマホ講座」 

■2026年2月17日(火) 戦争と平和の資料館 ピースあいち 

■2026年3月17日(火) 「マイナンバー活用教室」 

聴言ボランティア募集中！ 

私たちの活動をサポートしてくださるボランティアメンバーを募集しています。 

★どんな人が活動できるの？ 

・聴覚障害者支援に関心のある方ならどなたで

も活動いただけます。 

・手話ができなくてもOK！です。 

 

★どんな活動があるの？ 

・聴覚障害者の講座（社会講座）でのサポート 

・イベントや講座での受付、案内等のサポート 

・ライブラリーの受付、整理作業など 

分からないことなど気軽にお問い合わせください。 

登録される方は聴言センターまでお越しいただくか、メールでご連絡ください。 

2026年度社会講座(前期)の予定 

■5月30日～2027年3月6日(全30回) 中途失聴者・難聴者対象 手話教室 初級 

■5月30日～2027年2月27日(全25回)  中途失聴者・難聴者対象 手話教室  

ステップアップ 

■日程未定 読話教室 

2026年度長期 社会講座 開催中 

■2026年7月7日(火) 「フラワーリースづくり」 

■2026年8月4日(火) 「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会について知ろう」 

■2026年9月15日(火) 「歯と口の健康について学ぼう」 

名古屋市内に在住の18歳以上の聴覚障害者。 

※ただし、長期講座は身体障害者手帳を持っていない聴覚障害者も対象です。 

※途中からの参加も可能です。 
一度ご相談ください。 

参加対象 
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聴言センターでは令和7年 4月より、公式 LINEアカウントを 

開設しました！このアカウントでは、社会講座の案内や各種イベント・

講習会などの聴覚障害にかかわる内容を配信しております。また、名身

連でのイベントなども配信しておりますので、ぜひ友だち登録をして、

最新情報をチェックしてください！どなたでも登録OKです！ 

 

※メッセージのやり取りはできません。 

※手話通訳、要約筆記、各種講座のお申し込みはできません。 
 

 

 

 

 
       

よしもと沖縄所属「劇団
げきだん

アラマンダ」の皆さんを招き、手話コメディや手話ソング

を披露していただきました。会場には１４８名のお客様にお越しいただき、「よし

もと」ならではのテンポの良い展開に、驚きと笑いが絶えない楽しい時間を過ごせ

ました。 

演者の皆さんが表情豊かに手話を使って表現される姿に、会場全体が引き込まれ、

多くの感動の声が上がりました。また、沖縄ならではの手話表現を学ぶ機会も 

あり、文化の違いを感じ

る貴重な体験となりまし

た。ご来場いただいた皆

様、ありがとうございま

した。 

来年度も聴覚障害者文化

活動フェスティバルを開

催予定です。詳細が決ま

り次第、聴言センターホ

ームページにてお知らせ

いたします。楽しみにお

待ちください。 

聴言センター公式 LINE の紹介 

４ 

第３０回聴覚障害者文化活動フェスティバル in なごや 

「劇団アラマンダ」大盛況に終わりました！ 



2025年度名古屋市認定 

手話通訳者新規登録者の紹介 

名古屋市認定手話通訳者 2名  

・伊藤綱規 ・三浦優太  
2024年度名古屋市認定 

要約筆記者新規登録者の紹介 

名古屋市認定要約筆記者（手書き） 5名  

・石川公子 ・武田万希  他3名 

名古屋市認定要約筆記者（パソコン） 5名 

・伊藤麻美子  他4名 

2024年度名古屋市認定 

盲ろう者向け通訳・介助員新規登録者の紹介 

盲ろう者向け通訳・介助員 5名  

・伊藤友慧 ・小嶌里衣   他3名 

2025年度名古屋市認定 

要約筆記者新規登録者の紹介 

 

盲ろう者向け通訳・介助員 5名  

・井上ひとみ ・前島琴美 ・山口千春 

・全 明美  他１名 

 

2025年度名古屋市認定 

盲ろう者向け通訳・介助員新規登録者の紹介 

 

名古屋市認定要約筆記者（手書き） 3名  

・伊藤麻美子 ・紺野聡子 ・田中万里英 

名古屋市認定要約筆記者（パソコン） 6名 

・大村綾子 ・坂平桂子 ・藤原久道 

・本多千代 ・山内智子 ・横田美早 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

上記日程を休館日とさせていただきます。 

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

５ 

2025年度派遣事業とライブラリー利用状況 

 

編集後記 

今回は「青切符」導入についてお伝えしまし

た。交通ルールが変わる背景には、事故から大

切な命を守りたいという社会の願いがありま

す。新しいルールを知り、一人ひとりが気を付

けていくことで、誰もが安心して過ごせる社会

になっていくことを心から願っています。 

2024年度と2025年度の3派遣の登録者の紹介 

（2024年度の手話通訳者は紹介済み） 

※50音順 敬称略 

臨時休館日 

 2026年6月21日(日)、7月26日(日)、 

 2027年2月21日(日) 

2025年度登録要約筆記者 

（伝達式にて。欠席者数名あり） 


